
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（事前予約制） 

令和３年度 市民後見推進研修会    

成年後見制度利用  
 

 

 
～巻き込まれないための心構えと防止策～ 

認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分ではない人に

ついて、その人の財産や権利を守る人（成年後見人等）を選ぶことで、法的

に支援する成年後見制度。 

制度の概要や現状を学ぶと共に、「自分らしく、安心して生きるために」

障がいのある方の成年後見制度利用について考えます。 

令和３年８月２８日（土） 

午後１時００分～午後３時００分 

中津市教育福祉センター 

多目的ホール（沖代町 1-1-11） 

参加費無料 

先着４０名様 

（事前予約制） 

参加希望者は、お電話や FAX でお申し込みください（裏面参照）  

主催：中津市・中津市社会福祉協議会 

《講師プロフィール》 

愛知県岡崎市生まれ。九州大学法学部卒業。 

大分県弁護士会「高齢者・障害者の権利に関する特別委員会」に所属。 

臼杵市市民後見センター長をされており、成年後見制度について積極的に 

取組まれています。 

申込〆切 

8/20（金） 

弁護士法人 大分あおば法律事務所  

弁護士 田 中 利 武 氏 

定員になり次第、 

締め切らせて 

いただきます 

中津市社会福祉協議会 地域福祉課 権利擁護支援係 

TEL：0979-23-2095  FAX：0979-24-7682 



 

中津市社会福祉協議会 地域福祉課権利擁護支援係 行 

（ＦＡＸ：０９７９－２４－７６８２） 

 

   

成年後見制度活用講座 

～障がいのある方成年後見制度利用について考える～ 

参 加 申 込 書 

 

ふりがな  

氏  名  

住  所 

 〒 

 

電  話 

 

 

     ※申込時にお預かりした個人情報は、本研修会以外に使用することはありません。 

 

 

必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。※定員となり次第、受付を終了します。 

お申込みは電話（０９７９－２３－２０９５）でも受け付けています。 

 

    

 

【新型コロナウイルス感染症対策のためのお願い】 

★事前に各自で検温をしてください。 

★当日はマスクの着用をお願いいたします。 

★体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。 

※新型コロナウイルス感染状況によっては、本研修会が延期・中止となる可能性もあります。 

ご理解の程、お願いいたします。 

 

 


